
将来像１ 資料3－2

基本理念 将来像 基本目標 施策番号 新施策 10年後の姿 施策の方向性 主なご指摘事項 事務局対応

❶シルバー人材センター等、高齢者が地域で活躍・参加できる仕組みや組織の普及啓発を行います

シルバー人材センターの運営や普及啓発活動に協力します。また、社会福祉協議会と連携し、ボランティアセンター事業や様々な地域資源の発

掘に努め、普及啓発します。

❷シニアクラブ等、高齢者の社会参加や健康づくりを支える地域資源の普及啓発を行います

シニアクラブ等の活動に必要な補助を行い、活動の活性化に努めます。また、高齢者が活動できる場所の整備に努めます。

➌単身高齢世帯への援助を行います

介護保険では補えない高齢者の様々なニーズに対し、緊急通報システム貸与や高齢者住宅の斡旋等の施策を展開します。

❶生活困窮者の安定した生活のための支援と自立のための支援を行います

「生活困窮者自立支援法」に基づく「生活困窮者自立相談支援事業」に取り組みます。あわせて、被保護者についても、家計改善支援事業

や金銭管理支援事業をはじめとする各種事業を通じて、安定した生活を維持できるよう支援します。あわせて、経済的理由により就学困難な

児童・生徒の保護者に対し、必要な援助を実施します。

❷経済的理由により、就学困難な児童・生徒の保護者に対し、必要な支援を行います

経済的理由により就学困難な児童・生徒の保護者に対し、受験生チャレンジ支援事業を活用し、必要な援助を実施します。

➌「地域包括ケアシステム」構築のための体制を整備します

日常生活やサービス利用時の各種手続きに支援が必要な市民を対象に、福祉サービス総合相談、成年後見制度利用促進事業などのほか、

成年後見首長申立及び成年後見制度利用費用助成制度を実施します。また、高齢者虐待防止ネットワークづくりを進め、虐待の予防や、早

期発見、早期対応等に取り組みます。

❶社会参加や就労を促進します

多様化・高度化する社会参加のニーズに応え、関係機関に協力を求めながら、障害のある方の社会活動への参加や雇用・就労、社会活動へ

の参加、生涯学習の機会と場の提供を促進します。

・障害計画に合わせて施策名を「障害者

（児）の支援」に統一

・114「介護保険制度の適切な運営」を112に

変更するため、本施策を114に変更

❷障害の理解と地域での交流を促進します

共生社会の実現に向けて、周囲の人たちに障害への理解が深まるよう、福祉・教育・地域等と連携しながら地域社会での理

解と交流を促進します。障害者週間に合わせて実施する事業等を通じて、普及・啓発活動を促進します。

・障害者や障害児の支援だけでなく、その家

族に対する支援についても記載した方が良い

と思う

・当事者の家族のための「家族会」や「保護

者会」などは事業所ごとにあるが、実行計画

への掲載について検討したい

➌障害者（児）の支援体制を整備します

障害者が望む地域での生活を実現するために必要なサービスやさまざまな地域の資源を組み合わせて利用し、障害者が支援

チームによって支えられ安心した地域生活が可能となるよう取り組みます。

・「障害児」とあるが、子どものことは、今

後１０年を見据えて、将来像２に含めるのか

検討した方が良い

・通知などは、障害者（大人）は厚労省か

ら、障害児（子ども）はこども家庭庁から来

ており、国としては子どものことは子どもの

ことでまとめる動きはある。しかし、基礎自

治体レベルで、障害者と障害児の事業を分け

ることは現実的に難しい

❹安心して暮らせる環境を整備します

障害のある人や高齢者に限らず、すべての市民の皆さんが安心して暮らし、社会参加できる環境や安全で快適な生活環境を整備することは重

要です。バリアフリーの環境整備や情報アクセシビリティの向上等を推進します。

❶市内で働く介護人材を増やします

介護人材のすそ野を広げ、介護職を目指す市内の介護人材に対する補助を行い、市内の介護人材確保を図ります。

・介護人材不足について、より具体的なこと

を記載するべき

・在宅介護の支援は項目立てしないのか

・具体的な事務事業については実行計画に掲

載する

❷認知症対策の普及啓発を促進します

認知症に関する知識、認知症の人への理解を深めるため、新たな普及啓発事業を検討して実施します。また、既存のチームオレンジや認知症カ

フェ、認知症サポーター養成講座などを通じて、普及啓発を図ります。

・112「高齢者等の支援」と施策を分けている

理由がわからない

・地域包括ケア事業のことに触れるべき

・114「介護保険制度の適切な運営」を「高齢

者保健福祉の充実」に変更し、地域包括ケア

事業含め、高齢者に関する内容を集約

・施策番号112に変更

❸一般介護予防事業を拡大します

市民が主体的に実施している一般介護予防事業「１０の筋トレ」を市内全域に広げる（R6年度49か所、目標60か所）など、介護予防事業

等を発展させ、継続的に行います。

❹成年後見制度など権利援護事業の普及啓発を促進します

権利擁護センターあいねっとと協力しながら成年後見制度などの権利擁護事業の普及啓発を促進し、成年後見制度の利用を促進します。

❺医療・介護の連携を強化します

高齢者に関する地域課題を整理し、課題解決につなげるため、医療介護連携推進協議会での検討、研修等を実施するとともに、医療と介護

のさらなる連携を強化します。

114 介護保険制度の適切な運営

市民が認知症に関する正しい知識や認知症の人への理解を

深め、一人一人が自分の人生観や価値観、希望に沿った最

期をプランニングし最期を思い描いて具現化し、不安なく生活し

ています。また、医療と介護の連携がより密に実施され、介護

が必要な人が必要なサービスを受け、社会参加などで地域での

関わりをもちつつ、その人らしく健幸に暮しています。

高齢者が地域社会に居場所を確保する事で地域との繋がりを

自覚できている様になっています。また、高齢者自身の能力や

意思を尊重しながら自立を支援することで、地域の連帯感の

醸成に繋がっています。

・114「介護保険施度の適切な運営」を112に

変更するため、本施策の施策番号は113に変更

・生活困窮者ではない方への就労支援につい

てどこにも記載が無かったので、文章を変更

・施策名を「生活の安定の確保及び自立」に

変更

・施策名を「地域福祉の充実」に変更し、内

容を変更

・高齢者に関する内容は114「介護保険制度の

適切な運営」に集約

さまざまな要因から支援が必要な市民が、生活面や教育面か

ら必要な支援を受けることで、安定して生活し、自立に努めて

います。また、民生・児童委員、社会福祉協議会、事業者な

どのさまざまな団体や市民が連携して地域福祉が実現すること

で、障害や年齢にかかわらず誰もがいつまでも安心して生活で

きます。

113 障害者・障害児の支援

地域生活へ移行する支援や緊急時における短期入所等、障

害のある人への支援が充実しています。また、障害のある人とな

い人が、お互いに障害の有無にとらわれることなく、ともに暮らす

共生社会が実現しています。

111 高齢者等の支援

112 生活の安定の確保及び自立・就労の支援

・施策名の「等」は何を指しているか

・施策の方向性の内容に高齢者のことしか書

いていないので、「等」はいらないのではな

いか

・114「介護保険制度の適切な運営」と施策を

分けている理由が分からない
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基本理念 将来像 基本目標 施策番号 新施策 10年後の姿 施策の方向性 主なご指摘事項 事務局対応

❶効果的で継続的な健（検）診の受診を促進します

自らの健康状態を把握できるように健康診査やがん検診の機会を提供します。またより多くの市民に受診を促すために健（検）診の重要性を

広く啓発します。さらに改善が必要な症状が認められた市民に対しては生活習慣の見直しや医療機関への受診を勧奨し、生活習慣病の重症

化予防の取り組みを推進します。

❷健康的な生活習慣の実践を通じ、自然と健康になれる環境づくりを推進します

健康的な生活習慣を実践できるように、食事、運動、休養、飲酒、喫煙、歯・口腔の健康において、健康づくりを促す取組のきっかけの機会を

提供します。また、世代により情報の取得方法が異なることから、対象に合わせた情報発信に努めます。

➌地域医療体制の充実を推進します

医療提供体制の偏在化解消と、災害時医療体制の充実のために、東京都や医師会および近隣自治体との連携を強化し、より緊密な関係

性の醸成を推進します。

❹ライフコースアプローチ
※
を踏まえた健康づくりを推進します

各世代の健康課題や特性に応じた健康づくりを実践できるように、次世代（妊婦・0～20歳未満）、働き盛り世代（20～64歳）、高齢世

代（65歳以上）の特徴に応じた、切れ目のない支援を推進します。

※胎児期から高齢期に至るまでの人の生涯を経時的に捉えた健康づくり

・ライフコースアプローチは聞き慣れない言

葉なので、使わない方が良い

・❹の内容を❷に集約

❶マイナ保険証の利用を促進します

市報・HP等により正しい情報発信を行うことで、マイナ保険証の利用・登録率を高めます。

また、医師会等と連携し、医療機関等でのマイナ保険証利用促進への協力体制を構築します。

・「社会保険」と「公的医療保険制度」の違

いは？

・施策名は「社会保険」と「公的医療保険制

度」のどちらにするのか

・マイナ保険証の利用は手段であるので、知

用によってどのようなメリットがあるのか、

目的を記載するべき

・他自治体も「公的医療保険制度」を採用し

ていることが多いので「公的医療保険施度」

を採用

・粒度が細かいので❶～❸を一つの項目に集

約したうえで各取組の目的も明記した表現に

修正

❷標準保険料率に合わせて保険料率を見直します

今後の東京都の動向を注視しつつ、段階的に標準保険料（税）率に向けて保険税率を見直します。

また、保険税率改定の際には、被保険者の理解を得られるよう積極的な広報に努めます。

➌被保険者の受診行動の適正化に努めます

必要以上に医療機関等を受診することのないよう、診療報酬明細書から抽出した重複・頻回受診者へ指導を行い、受診行動の適正化に努

めます。

❹健康意識の向上を図ります

健幸寿命延伸のため、特定健康診査、特定保健指導、後期高齢者健康診査等の受診率を向上させ、健康意識づくりのきっかけをつくり、適

切に医療へ接続するよう努めます。

❶ジェンダー平等社会の実現に向けて取り組みます

固定的な性別役割分担意識や男女共同参画に対する理解と関心を高めるための各種講座を開催するとともに、広報誌の発行やＳＮＳの

配信等により広く家庭、職場、地域などのジェンダー平等の啓発を実施します。

❷困難を抱えた女性を支援する体制を整えます

ＤＶ被害者、困難な問題を抱える女性を支援するための相談体制を整え、関係機関との連携を図り、あらゆる暴力の排除に努めます。

❸就労を始めとした女性の活躍支援を推進します

女性の起業を含めた働き方を応援するための講座、イベント等を開催し、女性が活躍できる環境整備を推進します。

❶自治会活動の活発化に向けて支援します

自治会運営等の課題解決に向けた相談の機会等を設け、自治会活動の支援を図ります。また、自治会が主体となって防災等のイベントを開

催するなど、住民が参加しやすい組織となるように支援します。

・施策名について、（）の中が長すぎるの

で、包含する言葉を検討してはどうか

・❶自治会の組織率は低下しているが、項目

立てして大丈夫か

・施策名を「市民協働・人権啓発・平和の推

進」に変更

・❶～❸の内容を一つの項目に集約

❷市民との協働事例の増加を図ります

清瀬市まちづくり基本条例に関する運用状況を把握し、各所管組織に対して市民・大学・企業等との協働やまちづくりの企画の実施、評価へ

の市民意見の反映をより積極的に促します。

➌市民活動の支援・普及を促進します

市民活動を取り巻く環境の変化を踏まえ、インターネットやSNSの活用などを含め、市民活動センターの中間支援組織としての情報提供や相談

機能の充実を図ります。

❹人権啓発を推進します

市民相談等を通じて、日常生活での人権に関する課題に対応します。また、法務局と連携し、小中学生に向けて人権啓発を目的としたイベン

ト等を実施します。

❺平和意識の醸成を推進します

教育委員会と連携し、市内在住の小中学生を対象とするピースエンジェルズ事業を通じて、命の尊さを学ぶ機会を設けます。また、平和の大切さ

を考えるイベントを開催します。

・ピースエンジェルズ事業は良い取組だが、

参加者は毎年10名程度。もっと対象が広い取

組についての記載をしてはどうか

・ピースエンジェルズ事業の中で、広島派遣

の参加者は１０人だが、その後の報告会など

を通して、多くの方に学んでいただける

❻多文化共生を促進します

清瀬国際交流会、清瀬市社会福祉協議会、学校等から支援が必要な方の情報を共有する方法や、庁内の担当部署間での外国人の支援

に関する横断的な連携を図る方法を検討します。また、他市の取組などを参考に外国人への情報提供などに取り組みます。

❶消費生活に関わる情報を提供します

市民や地域コミュニティに向けて消費生活に関する情報を幅広く提供するとともに、消費生活に関連する事項についての知識を深める取組を行

います。

❷消費者被害や契約トラブルを防止し、被害の救済に向けて支援します

消費生活相談の窓口を設け、消費者被害の解決や支援に取り組みます。また、高齢者を狙った悪質な勧誘販売を防ぐため、消費者被害に関

する啓発活動に取り組みます。さらに、市内の各大学と連携し、若年層に対する消費者被害防止の啓発を強化します。

➌市民による自主的な消費者活動を支援します

市民が自主的に消費生活について学び、情報交換を行える環境を提供するために、消費生活に関する学習や意見交換の場として活用するグ

ループ活動室を提供します。また、消費生活展の共催を通じて、市民が消費者団体の活動を知る機会を設けることで、地域における消費者活

動の活性化を進めます。

市民一人ひとりが自らの健康に関心を持ち、健康づくりに取り

組んでいます。そして、すべての市民が生涯を通じて切れ目のな

い医療を受けることができ、健やかに、いきいきと心豊かに暮らし

ています。

121
健幸づくりの支援（健幸づくりの支援、医療体

制の整備　等）

市民一人ひとりが生活習慣を意識し、健幸寿命が延伸してい

ます。また、医療DXが進み、マイナ保険証を基本とする仕組み

が構築され浸透しています。、その結果、より質の高い医療を

受けることができるようになっています。り、医療費の適正化が推

進しています。

暮らしの相談体制の充実

消費生活に関する情報提供を充実させることで、市民の「消費

者力」が向上し、消費者自身が違和感に「気づく力」・きっぱり

と「断る力」・一人で抱えず「相談する力」を身に付けた市民が

増えています。

また、消費者団体の活発かつ継続的な活動を支援することに

より、社会的課題の解決のために様々な活動へ主体的に参

画・協働する市民が増えています。

性別を理由とした差別をされることがなく、一人ひとりが個性や

能力を十分に発揮することができるジェンダー平等の実現に向け

た社会が進んでいます。また、家庭や仕事などの多方面で自己

の選択による多様な生き方が尊重され、女性が活躍できる環

境が整っています。

幅広い世代の市民が積極的に参加し、地域の課題を解決す

るための市民活動をさまざまな分野で活発に行うとともに、大

学・企業等を含むまちづくりにかかわる多様な主体が、互いの

得意分野を生かし、協力しながら高齢社会への対応といった

地域課題に取り組んでいます。また、地域のなかで、人権尊重

や平和希求の意識が高まり、年齢、性別、障害、国籍などに

対する差別や偏見がなく、互いに認めあい、助けあって暮らして

います。さらに、外国人住民を含め、地域の人たちの顔が見え

る関係が広まり、多様なバックグラウンドを有する人たちがお互

いの文化を尊重し、理解し合いながら日常生活を送っていま

す。

122 社会保険の適切な運営

131 ジェンダー平等社会の推進

132

市民等との協働の推進（地域コミュニティ活性

化、協働によるまちづくりの推進、市民活動の

支援、人権尊重、平和の推進、外国人施

策）
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